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さいたま市長１０月定例記者会見 

平成２５年１０月３日（木曜日） 

午後２時００分開会 

〇 進  行   定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていただきます。 

         それでは、記者クラブ幹事社の読売新聞社さん、進行をよろしくお願い

いたします。 

〇 読売新聞   １０月幹事社の読売新聞です。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の記者会見内容の市長からの説明、お願いしたいと思い

ます。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。皆さんご存じのとおり、先週末にはさいたま市に

とって大変うれしいニュースがございました。４年後の２０１７年に第

８回世界盆栽大会がさいたま市で開催されることが決定をいたしました。

本市にとっては２８年ぶり、２度目の開催となりますが、前回本市で開催

された第１回の大会におきまして世界盆栽友好連盟が設立をされるなど、

この２８年間はすなわちこの世界盆栽友好連盟の歴史でもございました。

この世界盆栽友好連盟の基本理念の中に、「我々盆栽を愛する者は、盆栽の

心を持って、盆栽の普及と発展を図り、友好と親善の輪を広げて、よりよ

い、より平和な世界の建設に寄与したい」とございます。この２８年の間

に世界の盆栽愛好者は着実に増加し、ローマ字のＢＯＮＳＡＩが世界共通

語となりつつある今、改めてこの理念を胸に、４年後に国内外からお越し

しになりますお客様に精いっぱいおもてなしをして、盆栽がさらに多くの

人に愛される時代の契機としていきたいと考えております。 

         それでは、本日の議題に入ります。 

議題１「生活保護適正化に向けた新たな事業展開等について」ご説明を

させていただきます。 

         今年の３月の記者会見におきまして、生活保護行政の課題に対応するた

市長発表：

議題１「生活保護適正化に向けた新たな事業展開等に

ついて」
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め、４月１日から福祉部保護課内に適正化推進チームというものを設置し、

生活保護適正化対策を実行していくことを発表いたしました。 

         このチームにおきまして、貧困ビジネス、不正受給対策、自立支援対策

等の生活保護適正化事業の開始に向けて準備を進めてまいりました。 

         本日は、適正化事業として１０月１日からスタートいたしました事業を

発表させていただきます。 

         まず１つ目が無料低額宿泊所等規制条例の施行でございます。２つ目は

生活保護適正実施推進員、警察のＯＢの方２名でございますけれども、こ

の配置。そして、３つ目が居宅移行支援事業の開始、そして４つ目がジョ

ブスポット見沼、これは全市内では４つ目の設置ということになりますけ

れども、これの４事業についてご説明をさせていただきます。 

         まず、１つ目の無料低額宿泊所等規制条例の施行について、その１とい

うことでお話をさせていただきます。 

         まず、この条例につきましては、ご案内のとおり、議員提案の条例でご

ざいますので、その目的、対象、内容について一度おさらいをさせていた

だきたいと思います。 

         まず、条例の目的は、事業の適正化と生活保護受給者の擁護と自立支援

を図るということでございまして、１０月１日から施行されました。この

条例の対象となるものは、２人以上の生活保護受給者等に対しまして、住

居や居室の提供にあわせて生活サービス、または金銭管理サービスを提供

する事業ということであります。 

         そして、３つ目の条例の内容でございますけれども、事業の開始届、契

約書の写しの提出の規定がされております。契約の禁止事項や居室の広さ、

複数世帯の利用禁止、災害予防のための措置を講ずるなど、基準や事業者

の責務の規定をしております。 

         違反した場合の立入調査、改善の命令、そして勧告、事業の制限・停止、

６カ月以下の懲役または５０万円以下の罰金などが定められてございます。 

         そして、条例の施行に当たりまして、その２ということでありますけれ

ども、その２としてはこの条例に伴いまして、条例施行規則、またガイド

ラインもあわせて施行させていただきました。この条例施行規則につきま

しては、条例の委任事項や届け出用紙を規定をさせていただいております。 
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         また、ガイドラインは、事業開始前に市との事前協議によりまして、地

域のホームレスの数を配慮し、施設の場所を選定するように規定をしてお

ります。条例の定めのない利用者への金銭管理の報告方法について規定し

ております。 

         そのほか、ガイドラインでは、条例に沿った形での施設の設備・運営の

基準等を指針としてお示しをいたしました。 

         条例、規則、ガイドラインについては、市のホームページにおいて掲載

をしております。 

         次に、２つ目の生活保護適正実施推進員の配置ということでございます。

これは、保健福祉局の福祉部保護課に２名を配置いたしまして、生活保護

行政適正化推進プロジェクトチームの一員として、警察官の職務経験を生

かして勤務をしていただいております。 

         勤務内容は、次のとおりでございます。 

         １つ目が貧困ビジネスへの対応の強化ということでありまして、条例の

施行に関連しまして、施設への立入調査や指導でございます。そして、生

活保護課題の一つであります不正受給への対応の強化ということも主な仕

事の一つであります。これは、生活保護不正受給事案の調査・助言、また

悪質な事案への告訴手続、不当要求者への対応やケースワーカーの訪問や

面接の支援、警察との連携強化というものを予定してございます。 

         次に、３つ目の居宅移行支援事業の開始についてでございます。業務委

託によりまして、地域定着支援事業と入居者総合支援事業の２本立てで行

ってまいります。 

         １つ目の地域定着支援事業についてでございますけれども、住居のない

ホームレスの方々、また不安定な無料低額宿泊所などからアパートへの転

居支援と転居後の生活の安定を支援していこうという事業であります。 

         ２つ目の入居者総合支援につきましては、無料低額宿泊所に長期入所な

どによって低下している意欲の喚起、生活指導・就労指導を行い、生活力

の向上を図り、あわせて転居支援と転居後の生活の支援を行っていこうと

いうものでございます。 

         条例の施行によりまして、施設からの脱却等、生活保護の適正化の一つ

として、民間アパートでの生活保護の適用を推進していこうというもので
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あります。 

         そして、３つ目でございますけれども、事業委託によりまして、ケース

ワーカーの負担を軽減をしようということでございます。 

         次に、４つ目、ジョブスポット見沼の増設ということであります。この

ジョブスポットは、市内で４カ所目ということでございます。 

         アクションプランに基づきまして、さいたま市と厚生労働省埼玉労働局

が福祉・雇用施策を一体的に実施する協定を平成２４年１月に締結いたし

ました。 

         福祉事務所のケースワーカーや就労支援員とハローワークの就職支援ナ

ビゲーターが連携をして、求人の開拓、また履歴書の書き方など、就職の

ために必要なことを総合的に支援していくというものであります。 

         支援の対象は、生活保護受給者と住宅支援給付受給者でございまして、

ジョブスポット見沼を見沼区役所の福祉課内に設置して、２名のナビゲー

ターが支援をしてまいります。 

         また、２つ目として全国に先駆けまして、また政令指定都市初となりま

す平成２４年３月から実施をしてきているわけでありますけれども、平成

２４年度は６８８名の就労実績というものを上げておりまして、これは全

国的にも非常に高い就労の実績を上げたということになります。 

         政令指定都市市長会の場でも成果を報告させていただきまして、成功事

例として全国的に注目もいただきました。増設によってさらなる支援の拡

充を図っていきたいと考えております。 

         本日、記者発表の冒頭のとおり、ことし３月に「生活保護の適正化対策」

を発表し、生活保護行政の課題として、不正受給の増加、また貧困ビジネ

スへの規制の未整備、庁内の連携体制が不十分である、また段階的な就労

支援が不十分といった、この４つの課題を掲げて取り組んでまいりました。 

         今後、全庁的にこのような課題に対応していくために、部局横断的な対

策本部の設置と、市民からの情報を活用した不正受給対策でもありますホ

ットラインの開設に向けて準備を進めているところでございます。 

         今後も引き続き生活保護の適正化に向けて努めてまいりたいと考えてお

ります。 
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次に、議題の２でございます。「さいたま市・埼玉県の共同事業「県庁通

りの環境整備」が完了しました」について説明をさせていただきます。 

         本日は、昨年８月に埼玉県の上田知事と合同記者会見で発表させていた

だきました「県庁通りの環境整備」が９月の末で完了したことをお知らせ

するものでございます。 

         まず初めに、「県庁通りの環境整備」の経緯についてご説明をさせていた

だきます。 

         本市では、ＪＲの浦和駅周辺道路の環境整備、また再開発事業を実施い

たしておりますが、県庁通り整備の発案当時は、平成２５年３月に浦和駅

の高架化の完成を控えていたところでありました。 

         また、昨年５月に上田知事と一緒に現地を歩きまして、埼玉県にとって

も県庁通りを県の玄関口にふさわしいメインストリートにしたいという強

い思いを伺いました。 

         その後すぐに埼玉県、そしてさいたま市の企画調整協議会の場で連携方

策の協議を進めまして、８月に整備内容、あるいは役割分担、連携方策に

ついて上田知事と合意したところであります。 

         そして県、そして市ともに９月の議会で補正予算を措置しまして、１１月

に県庁通り環境整備の施行に関する負担協定書の締結をいたしました。 

         これによって、工事に着手をし、事業費は総額約１億５，２００万円と

なりましたが、市・県が事業費をおおむね折半をし、実施をしたものでご

ざいます。 

         次に、整備の内容について説明をさせていただきます。 

         まず、中山道からこの１７号までの県庁通りを２つの区間に分けて整備

をいたしました。 

         まずは、この赤い区間のところでございますけれども、この区間につき

ましては、中山道から県庁東門までの区間約３００メートルについては、

歩道の整備を行わせていただきました。整備内容としては、歩道を広く確

市長発表：

議題２「さいたま市・埼玉県の共同事業「県庁通りの

環境整備」が完了しました」
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保するために、植栽帯を撤去して、段差の解消等、バリアフリーの基準に

基づく整備を行いましたほか、平板ブロックによる舗装で景観にも配慮し

た仕上がりといたしました。 

         また、自転車レーンの幅を確保するために、一部の道路側溝の入れかえ

を行わせていただきました。 

         なお、灰色で示しております浦和駅の西口から中山道までの区間につき

ましては、今後拡幅整備を進めていることから、今回の整備では歩道ので

こぼこの修繕を行わせていただきました。 

         続きまして、自転車レーンの整備についてでございますけれども、先ほ

どの歩道整備区間を含め、青色で示してございます中山道から国道１７号

までの区間約６５０メートルにおきまして、自転車レーンの整備を実施い

たしました。 

         自転車レーンは、車道の路肩の部分に青色の舗装を施しまして、おおむ

ね１メートル程度の幅員を確保いたしました。 

         次に、この自転車レーンの設置に当たりまして、整備のポイントを説明

していきたいと思います。 

         まず、１点目についてでありますが、交差点の部分について、この矢羽

根を設置いたしました。 

         これは、自転車が車道の左側を通行することを促すために、進行方向を

このとがった先で示すことによって、右折、左折をする自動車への注意を

喚起しようという意味がありまして、さいたま市では初めての標示という

ことになります。 

         ２点目としまして、路面標示しました自転車に関するサインであります

が、これは自転車の利用者が市内だけを通行するわけではありませんので、

埼玉県と統一したサインをつけさせていただきました。今後自転車ネット

ワークの整備におきましても、同様の標示をしていこうと考えております。 

         最後に、県側の事業についてご説明をいたします。 

         埼玉県におきましては、県庁通りに面した埼玉会館の入り口の部分で花

壇、それから池の整理やベンチの設置などを行って、広がりのあるポケッ

トパークとして整備をしていただきました。 

         また、国道１７号との交差点にありますこの三角地の修景工事を実施し
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ていただきまして、さいたま市と埼玉県の木でありますケヤキをシンボル

ツリーとして、この場所に植樹をしていただきました。これらについては、

いずれも３月末で完了いたしました。 

         以上が私と上田知事が合意をいたしました「県庁通りの環境整備」の内

容でございます。 

         以上でございます。 

〇 読売新聞   それでは、今の市長説明に関する質問ある方。

〇 市  長   何かございますか。

〇 読売新聞   私が。

〇 市  長   はい、じゃ。

〇 読売新聞   先ほど記号のようなもの、標識を提示していただいたんですけども、さ

いたま市以外では県内でどこで使われているものなんでしょうか。

〇 事務局    道路環境課です。上尾市の中山道のところで設置しております。県側が

設置したものでございます。

〇 読売新聞   それは、県と上尾市ではなくて……

〇 事務局    県道になりますので、県が設置したものになります。

〇 市  長   ほか、はい。

〇 毎日新聞   毎日新聞です。

         最初の議題の生活保護の関連でお伺いしたいんですが、居宅移行支援で

ですね、今年度の目標の移行支援人数は約１５０人というふうに伺ってい

ます。現在無届けの施設に入っていて、条例施行でもし届け出がされなか

った場合には、路上に出されてしまう人が約９５０人いるというふうに伺

っています。そこの人数の間にかなり開きがあるんですが、居宅移行支援

が及ばない方たちについては、どのように支援していくのか、お聞かせく

ださい。

〇 市  長   基本的にはできるだけ届け出を行っていただこうということで、これま

で無届けだった業者の皆さん、事業主体の皆さんに９月の中旬ぐらいから

送付をして、促しているところであります。条例上は３０日ぐらいその猶

予期間がございますので、その中でさらに促しをしていきながら、そうい

議題に関する質問
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ったことはできるだけないように努めていきたいと考えております。

〇 毎日新聞   実際条例が施行されているということで、届け出をしない事業者は出て、

そこの中に入っている人が居場所を失うという危険もあるわけで、その危

険がないようにということで、条例施行とあわせてこの居宅移行支援を始

めたんだと思うんですが、そういうことから考えるとですね、最悪のケー

スを想定して、どういうふうに支援していくのかというのをちょっともう

一度お答えいただけますか。

〇 事務局    保護課です。

         人数的なものとしましては、先ほどお話があったように、２月の調査の

ときに転居希望があったのが５０７名ありました。ただ、この方たちがそ

のままずっと今残っているかというのはちょっとわからないですけれども、

今年度４月から７月までケースワーカーのほうで支援した数で、いわゆる

無届けに当たる５０７人の対象者に当たる者ですけれども、そのうち

７５名の者がとりあえず転居指導という形で転居支援しています。これか

ら委託に伴って１５０という数字なんですけれども、従前のケースワーカ

ーの支援、それプラス今回の委託、そういったものも含めましてやってい

くことによって、ある程度の人数はカバーできるのではないかと考えてお

ります。

〇 市  長   ほかにはいかがでしょうか。

〇 読売新聞   この件に関してよろしいでしょうか。

         それでは、代表質問に移らせていただきます。２点ございます。

         さいたまクリテリウムｂｙツールドフランスについてがまず１点です。 

         協賛金の集まり状況を含めて、現在の準備の進捗度をお教えください。

市長は、来年以降のですね、継続開催の意向を示されていますけども、ど

幹事社質問：

（１） さいたまクリテリウム by ツールドフランスの

準備の進捗度と継続開催の意向について

（２） 地下鉄７号線の岩槻延伸について４３の方策

の成果と埼玉スタジアムまでの先行延伸につ

いて
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のような条件クリアできれば実現するのか、現状抱えている課題について

説明をお願いしたいと思います。 

         もう一点は、地下鉄７号線の岩槻延伸についてです。 

         市長が５年後の事業着手の方針を示されてからちょうど１年が経過して、

採算性の改善に向けた４３方策を進められていると思いますけども、人口

増加など具体的数値として費用対便益の向上につながっているのか、成果

について聞かせていただきたいと思います。 

         また、自民党からは２０２０年の東京五輪の開催に合わせて､埼スタまで

の先行延伸を目指して要望しようという動きがありますけれども、市長の

見解を聞かせていただきたいと思います。 

〇 市  長   それでは、幹事社からのご質問に順次お答えをしたいと思います。 

         まず初めに、さいたまクリテリウムｂｙツールドフランスについてのご

質問からお答えをしていきたいと思います。 

         まず、進捗状況についてでありますけれども、出場選手につきましては、

去る９月の２５日に都内経団連会館におきまして開催概要発表記者会見を

行いまして、海外招聘選手や国内参加選手等の発表を行わせていただきま

した。 

         出場選手には、今年７月に第１００回記念大会を迎えましたツールドフ

ランス本大会で総合優勝いたしましたクリストファー・フルーム選手をは

じめ、区間賞を４度獲得しましたマルセル・キッテル選手、また２年連続

でポイント賞を獲得しましたピーテル・サガン選手、そして今年のツール

ドフランスに日本人としてただ一人出場いたしました、我が国を代表する

トップライダーの新城幸也選手の出場も決定するなど、豪華な顔ぶれがそ

ろったところであります。世界のトップライダーたちによるスピード感あ

ふれるレースを期待しております。 

         次に、準備状況についてでありますが、大会当日まで１カ月を切ったと

ころでございます。現在ツールドフランスの名を冠した国際大会にふさわ

しい大会にしようということで、関係機関あるいは関係団体との調整も佳

境に入ってきております。大会運営ボランティアの説明、バス、タクシー

等公共交通事業者との調整、その他交通規制、雑踏警備等の警察との調製、

消防との救急体制の確認、日本自転車競技連盟、埼玉県自転車競技連盟、
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埼玉県サイクリング協会等関係団体とのコースイベントの確認など、関係

機関との協議も最終段階を迎えております。 

         なお、協賛金につきましては、現在目標額の８割を超えたところでござ

いまして、今後とも大会の魅力を広くアピールをしながら、スポンサー獲

得に努めてまいりたいと考えておりますので、ぜひ報道関係の皆様にも世

界初のこのビッグイベントの成功に向けまして、引き続きご支援をいただ

きたいと思います。 

         継続開催につきましては、さいたま新都心地区の病院建設工事の進捗に

よって、今回のメインエリアであります８―１Ａ街区については今年限り

の使用となるなど、クリアしなければならない課題もございます。今後必

要に応じましてコース設計の見直しについてＡＳＯと調整を行うなど、次

回開催に向けた検討を進めていきたいと考えております。 

         ともかく、単年度の一過性のイベントに終わることなく、本市のシンボ

ル的な大会とするためにも、継続開催することがぜひ必要であると考えて

おります。そうすることでスポーツ先進都市さいたま市を国内外に向けて

ＰＲできるばかりか、２０１７年世界盆栽大会の誘致も決まり、国際都市

さいたま市を世界に向けて大いにアピールをしていきたいと考えておりま

す。 

         あともう一個、地下鉄７号線についてのご質問でございます。 

         現在浦和美園、岩槻地区の成長発展に向けまして、浦和美園から岩槻地

域成長発展プランに掲げました４３の方策について、全庁一丸となって推

進をいたしております。浦和美園駅周辺では、方策の一つでもあります区

画整理など、基盤整備を推進し、都市計画道路あるいは区画街路など順次

開通するなど、まちづくりが目に見えて進展をしてきております。 

         また、７月２６日に開催をいたしましたさいたまシティカップについて

は、約４万人の観戦者がございましたが、半数を超える方々が埼玉高速鉄

道を利用してご来場いただきまして、交流人口の創出、また鉄道利用促進

にも大変大きな効果があったと考えております。 

         さらに、地域の魅力を広く情報発信するために、ウエブサイトを４月に

開設し、９月２９日には最前線の基地として浦和美園インフォメーション

センターをオープンしたところでもございます。 
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         みそのウイングシティ地区内の人口は、８月時点の数値で比較をします

と、平成２３年が約４，０００人、平成２４年が約４，３００人、平成２５年

が約４，９００人と、年間の増加人数も３００人から６００人と上昇傾向

にございます。今後も浦和美園駅西口駅前広場、東口駅前複合公共施設、

スマートホーム・コミュニティの整備、イベント開催などによりまして、

浦和美園の一層の人口増加と地域の成長発展を目指してまいりたいと考え

ております。 

         一方、岩槻駅周辺では、岩槻まちづくりマスタープランの策定、岩槻駅

の駅舎整備等を推進中でございますが、観光客の誘致に向けたアクセスの

強化、またイベントの拡充にも力を入れております。 

         今年の２月開催の岩槻まちかど雛めぐりでは、無料のイベントシャトル

バスを運行しまして、約８００名の方にご利用をいただきました。 

         また、先月９月２０日からは、浦和美園駅から岩槻駅間の快速バスを運

行し、地域間の連携強化に努めておりまして、さらに９月２９日に実施を

いたしました日光御成道ふれあいウォーキングでは、市内外から約

６５０名の方にご参加をいただきました。また、来月１１月３日には城下

町岩槻鷹狩り行列を開催するなど、さまざまなイベント事業を行うことに

よって、多くの交流人口の創出に努めているところであります。 

         延伸事業に向けた採算性、費用対効果につきましては、昨年度から進め

ておりますプランの方策の総括として、平成２６年度末に再算定を行う予

定であり、その効果があらわれるよう引き続き努力をしてまいりたいと考

えております。 

         次に、２０２０年東京オリンピック、パラリンピック開催につきまして

は、大会期間中はもとより、開催前から全世界の注目を集め、国内外から

多くの方々が訪れるなど、浦和美園のみならず、さいたま市全体の魅力を

広くＰＲして、本市に来訪していただく絶好の機会であると捉えて、さま

ざまな展開をしていきたいと考えています。 

         サッカーの予選大会が埼玉スタジアム２００２で予定されておりますの

で、「お・も・て・な・し」の気持ちで選手や観戦者の皆さんを心から熱く

歓迎していきたいと考えております。 

         また、競技観戦以外にも岩槻の歴史文化を小旅行で体感していただくな



12

ど、広く地域資源を生かした観光客誘致にも取り組んでまいりたいと考え

ております。 

         また、埼玉スタジアムまでの先行整備につきましては、地下鉄７号線の

延伸を進める上で、少しでもこの目的地に近づけるということでは、延伸

に弾みがつくということが言えるかと思いますけれども、一方で様々な課

題もあると認識しておりますので、埼玉スタジアムの所有者でもあります

県や関係機関とも調整をしながら検討をしてまいりたいと考えております。 

         以上です。 

〇 読売新聞   幹事社質問の関連で質問ある方。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。クリテリウムについてお伺いします。 

         先日の東京で行われた会見の時に、協賛金についてやはり４分の３強集

まっているということでしたんで、先ほど市長がお話しになった額は変わ

っていないのかなと思うんですが、そのときから１週間ぐらいたってどの

ぐらい変わったのかと、あと本番まで２０日ちょっとですけども、そこま

で残り２割集まる目処というのは、どのように見ていますでしょうか。 

〇 市  長   前回よりも随分増えております。正確な金額をちょっと今申し上げられ

ませんけれども、８割を超えた状態になってきているということで、あと

一歩というところまで来たと認識をしております。まだ大丈夫というとこ

ろまでははっきり申し上げられませんけれども、かなり目標に近い数値に

近づけることができるんではないかと思っているところであります。 

         今スポンサーとしての検討を進めていただいている会社もございますし、

また法人あるいは個人の協賛についても、これも１１月の末まで募集をさ

せていただいておりますので、引き続きご協力のお願いをしてまいりたい

と思っております。 

〇 埼玉新聞   じゃ、確認ですけど、その協賛金の目標額は、大会前までというよりも、

その１１月末までに集まればクリアという見方ということでよろしいです

か。 

〇 市  長   そうですね。事業の収支のほうに係ることですので、そのように考えて

います。 

幹事社質問に関する質問
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〇 埼玉新聞   ありがとうございます。 

〇 ＮＨＫ    済みません、ＮＨＫです。 

         クリテリウムに関してなんですが、これも非常に世界的に有名な選手が

来たりとかということで、世界的に注目されているのはあるんですね。我

が社のほうでも国際放送が放送権どういうようになっているんだという問

い合わせがあったりもするんですが、実は国内ではそれほどまだ知られて

いないというか、自転車自体が知られていないということで、さらにこれ

からＰＲしていかなきゃいけないと思うんですけれども、そのＰＲの一番

のポイントとですね、あとご苦労されている点ですね。今お金の話が出ま

したので、お金は抜いてですね、例えばまちをそうやって高速の自転車が

走るので、その規制が大変だとか、ボランティアだとかいうようなお話の

ご苦労の点と２点伺います。 

〇 市  長   今後のまずＰＲについてですけれども、今数人の有名な方々の有志によ

ってボランティア的に応援をしていこうというようなグループができつつ

ありますので、そういった方々のご協力をいただきながらＰＲする方法だ

とか、あるいはこれから東京で、のびのびシティさいたま市というイベン

トをやります。そこの中心はこのさいたまクリテリウムｂｙツールドフラ

ンスの取り組みについて告知をするというのが大きな目的の一つでありま

して、東京でも積極的なＰＲをしていきたいと考えております。 

         また、幾つかのメディアの関係の方々がいろいろ特集を組んでいただい

たり、あるいは特集の番組をつくっていただいたりというような取り組み

も検討を今、していただいておりますので、これから近づくにつれて認知

度は高くなってくるかなと思っておりますし、ぜひ皆様方にもご協力をい

ただいて、本当に出場選手を見ると、総合優勝したフルーム選手をはじめ、

非常に有力な選手が来ていただけます。ＡＳＯの方も、要するにツールド

フランスの延長だというような、第２２ステージという言い方をしており

ましたけれども、そういう意味では非常に有力な選手の方々が来ていただ

ける、本当にもう世界最高峰のレースを展開していただけることになると

思うので、私たちもとにかくいろんな努力をしながら、また今市民の皆さ

んも一人ひとりがポスター持って、いろんなお店を歩いて貼らせていただ

いたりとか、いろんな形で協力をしてくださっている方々がたくさん増え
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ているということも私たち、地道ですけれども、大変ありがたいことだと

思っております。 

         そういった動きもありますし、いろんな皆さんと連携をしながら、より

多くの皆さんに、このさいたまクリテリウムｂｙツールドフランスという

大会があるということを知っていただきたいと思いますし、また知っても

らうための努力を全力を挙げてやっていきたいと思います。 

         それから、２点目、課題ですが、とにかく初めての大会ということもご

ざいます。ですから、さいたま新都心というエリアの中でやらせていただ

くわけでありますけれども、やはりその人数がどのぐらい、私たちもいろ

いろ想定はしておりますけども、ただやはりそれをどのように警備をし、

安全を確保していくのかとか、あるいはそのために関連交通機関の混雑状

況とか、本大会以外にもいろいろ目配りや関連性で連携をしていかなけれ

ばいけないことが多々、だんだん近づくにつれて余計いろいろ見えてきて

おりますので、そういったことを１つずつクリアしながら、今やっている

という状況でございまして、そういう意味では課題が全然ないわけではな

くて、日々いろんな課題が出てきていますけれども、それを一つ一つクリ

アをしながら、この大会の成功に向けて全力で一丸となってまた取り組ん

でいこうと考えております。 

〇 ＮＨＫ    本場のフランス当局のほうでも、あのツールドが日本でやる、さいたま

でやるということですごく興味を持っていて、本場でもすごくボランティ

アが中心というか、力を出しているということなんですが、今回も先ほど

市長おっしゃいましたように、ちょっとボランティアグループが幾つかあ

ってというようなことおっしゃっていましたけども、ボランティアグルー

プもかなり力を発揮しているというか。 

〇 市  長   そうですね。私たちの事務局などと連携をしてやっているグループもあ

るし、あるいは独立的に動いてくださっているところもあるし、いろんな

パターンで行っているんですけれども、私たちもいろんなツイッターだと

かフェイスブックだとか、あるいはいろんな形で発信されたりもしていま

すので、そういったことを把握をしながら、基本的に私たちだけでそれら

ができるとは考えておりませんので、多くの皆さんのご協力もいただきな

がら、協力していただけるところについてはいろんな形で協力をしていた
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だこう、やはり市民の皆さん、あるいは自転車のファンの方々、たくさん

いらっしゃるので、少しでも盛り上げていきたい、少しでも多くの皆さん

に見てもらいたいという思いが非常に強くありますので、そんな皆さんと

私たちもできるだけ連携をとりながら進めていければと思っています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞ですけれども、クリテリウムの継続開催なんですが、基本的に

その方向性としては合意されているということなんでしょうか、ＡＳＯと。 

〇 市  長   まだこれからということでございます。 

〇 埼玉新聞   １回目の開催後に、改めてその成果を見て検討ということでしょうか。 

〇 市  長   開催後になるかわかりませんけれども、私たちとしたら継続して開催を

したいという思いは持っております。ですから、それらを今後、ＡＳＯと

協議をしたり、今後の課題なども十分把握をしながら、どういうふうに取

り組んでいくかということを内部的にも今詰めているというところです。 

〇 埼玉新聞   もう一点、地下鉄７号線延伸なんですけれども、平成２６年度に採算性

について改めて検討するというか、精査するということのお話でしたけれ

ども、それは前回みたいな有識者を含めた検討会議で行うのか、それとも

庁内で行うのかというのが１点とですね、その結果いかんによってはです

ね、余り数字がよければ前倒しする、４年後というのを前倒しするとか、

もしくはかなり数字に遠ければ、そこでさらにまた目標年度を遅らせると

いう可能性もあるんでしょうか。 

〇 市  長   まず先に、あくまでも２６年度にやるのは中間的なものでありますので、

それらを踏まえて今後の取り組みについて検討していくということであり

ますので、それがどういうふうになるかということによって、どういうふ

うに考えていくかということは、この４３の方策についてどういうふうに

進めていくのかというようなことを検証しながらということになるだろう

と思います。そのやり方については、担当のほうから。 

〇 事務局    現在、庁内で検討していきたいと考えております。 

〇 産経新聞   済みません、産経新聞ですけど、その地下７の延伸に絡んで、さっき自

民党とかが延伸、埼スタ駅への延伸の要望書を出したということに関して

どういうふうにお考えですかという質問に対して、結局県と調整をしなが

ら検討したいというのがお答えですよね。 

〇 市  長   そうですね。 
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〇 産経新聞   それでね、こっちが聞きたいのが、市長のお気持ちとして、先行延伸を

するというアイデアについてどうお考えかというのを聞きたいんです。や

りたいかやりたくないか、それと現実的か非現実的か、どういうふうにお

考えか。 

〇 市  長   一つは、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの会場のサッ

カーの会場として埼玉スタジアムが候補地とされるということで、やはり

あの地域に注目が当たると。そして、私たちが考えているまちづくりにか

なりプラスの影響が出てくるという意味では大変期待をしているし、それ

は一つの追い風だろうと思っています。ただ、もう一方で２０２０年とい

う極めて限られた時間の中でそれを実現していくための課題ということも

十分これは精査をしていかなければいけないだろうと思っておりまして、

やりたいやりたくないということではなくて、私たちやるとすれば、やは

り採算性とか、そういったものもやはり十分に把握をした上で取り組んで

いかなければいけない、そのためにこの４３の方策というものを設定して、

またある程度乗り越えていかなければいけない基準というものを設けなが

らやってきているという経緯がございますので、そういったことをやはり

踏まえながら考えていかなければいけないと考えております。 

〇 産経新聞   もう一度確認かもしれんけど、市長は岩槻には延伸はしたいんですよね、

気持ちとしては。 

〇 市  長   基本的には、去年１０月だったですか、検討段階から実行段階に移ると

申し上げました。これは、実行したいということであります。ただ、実行

する上においては、要するに私の思いがどうあろうと、やはり鉄道経営の

問題であるとか、やはり越えなければいけないハードルだとか、そういっ

たものがやはりあると思っておりますので、そういったことも意識しなが

らやっていきたいと思っておりますし、そのために私たちとしてはこの

４３の方策を打ち出しながら、着実に目標に向かって進めていこう、そん

な思いで今進めさせていただいています。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         岩槻の、先行延伸のことでちょっとお伺いしたいんですが、先ほど限ら

れた時間の中で実現するために幾つか課題がというふうにおっしゃってい

たんですが、今市長が考えられている課題を具体的に教えてください。 
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〇 市  長   そうですね、手続にはやはりいろいろプロセスを経ていかなければいけ

ませんので、その手続のプロセス、あるいは工事に係る時間等々、そうい

ったものをやはり十分に認識しながらやっていかなければいけないという

ことだとか、あるいは採算性の問題であるということであるとか、あるい

は当初は５万人、６万人が使って、近くにあるということが、輸送が可能

なのかどうかというような部分とか、課題が指摘されたことがございまし

たので、そういった想定される課題なども含めて十分にクリアしていかな

くてはいけないだろうと思っておりますので、それが物理的に可能なのか

どうかというようなことも含めて検討しなくてはいけないと思っておりま

すし、また延伸に当たってはやはり関係機関との協力、連携というのが、

これはさいたま市だけでやりたいからやりますというわけにはいきません

ので、それは関係機関の皆さんとも十分に協議をしながら進めていくとい

うことになるんだろうと思います。 

〇 毎日新聞   先行延伸に当たっての課題、具体的なこういうことをクリアすればいい

というようなことを改めて庁内ですとか、あるいは委員の方と検討すると

いう用意はありますか、全体の延伸しかこれまでちょっとお話をしてこな

かったと思うんですけど。 

〇 市  長   そうですね、いろんな委員会等でのご質問等々もございますので、現実

的なのかどうか、特に可能なのかどうかということについては、少し検討

していくことが必要かと、どういったものが課題になるのかということも

含めて考えていくことは必要かと思っています。 

〇日本経済新聞  日経です。 

         ちょっとしつこいようで申しわけないんですが、今の先行延伸について

なんですけども、現実的なのか、可能なのかというのを検討する、比較的

市長のお気持ちとしては、前向きにちょっとまず検討を始める、その結果

を受けてやれるかどうかということになると思うんですが、前向きに検討

したいというお気持ちということでいいんですか。 

〇 市  長   そうですね、１つはやはり延伸に当たっては、まずスケジュール的な問

題、あるいは技術的な問題、あるいは資金的な問題、いろいろなハードル

が多分幾つかあるのです。それがやはり見えてきませんといけないと。上

田知事も記者会見等で言っていましたけれど、オリンピックがあるからと
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いうことだけでは、なかなかその問題がクリアできるとは思えないので、

いずれにせよそういったことも含めて、私たちとしては捉えて考えていか

なければいけないと思っています。 

〇日本経済新聞  知事の言い方なんかであると、どちらかというと否定的な感じ、オリン

ピックだからといってというようなニュアンスに聞こえ、都知事なんかも

お話しされているのもそうだと思うんですけども、清水市長としてはそう

いう捉え方なのか、それとも可能であればできるだけそういうことも考え

たいという感じなのか、どちらのニュアンスなんですかね。 

〇 市  長   さっきから申し上げているとおりですね、私たちはやるとすれば、一時

的に使える、利便性が高くなるということだけではなくて、やはりまちづ

くりにプラスになるかどうかということを十分に認識し、そしてそれが敷

いたときの収支、あるいは運営費用とか、そういったことをやはり東京オ

リンピックが終わった後も十分に想定をしながらやっていかなければいけ

ない責務があると思っていますので、そういったことも含めて総合的に考

えていかなければいけないと考えております。 

         いずれにしても、将来的には私たちとしては地下鉄７号線をぜひ延伸し

ていきたいという思いは持っています。ただ、それにはやはりクリアしな

ければいけない課題が幾つかあって、それが今度２０２０年のオリンピッ

クでスタジアムまでということになったとしても、そういった視点を十分

に持ってやっていかなければ、その先まで延ばしていくということが私た

ちとしてはその目標といいますか、思いでありますから、そういったこと

も十分踏まえてやっていく必要があると考えております。 

〇日本経済新聞  済みません、そもそものスケジュールというか、確認なんですけども、

来年度末、中間のした後に、最終的に全体の延伸の決定を考えるのは、去

年からおおむね５年後というかですね、そこでというスケジュール感は今

のところは変わっていないということでいいんですかね。 

〇 市  長   そうですね。 

〇日本経済新聞  その際やっぱりポイントになるのは、その３０年であるとか、１を超え

るであるとか、その辺のところがポイントになるということでいいんです

か。 

〇 市  長   そうですね、やはりＢ／Ｃ１以上、それから採算性が３０年というのは
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一つの目安になっておりますので、それを超えられるために今４３の方策

をやりながら、幾つか目標を設定をして進めているというところでありま

すので、そういったことなどもやはりベースに出てくると思っています。 

〇日本経済新聞  その４３の中で、どれも大事なんだと思うんですけれども、より最も力

を入れていっている点、この辺をより重点的にと考えてられているのを一

つ、二つ教えていただきたいんですけども。 

〇 市  長   特に一番は、まずは浦和美園周辺のまちづくりの問題だろうと思います。

そこにやはり人口がどのくらい張りつくかというのが、これは短期的にも

中長期的にも、鉄道の事業性に大きくかかわってきますので、そこがやは

り一つ重要な視点かと思っています。 

〇日本経済新聞  それに対して今どんなこと、幾つもやられていますけども、力を入れて

やっていこうと。 

〇 市  長   今は区画整理を進めておりますし、また今年度からちょうど美園駅の（西

口）側に、総合特区ということでスマートホームコミュニティの事業を、

今年度それを建てる事業者を決定して、来年度以降具体的に工事に入って

いくという形になると思います。今区画整理については、なかなかやはり

地盤の問題で、すぐに利用ができない状況がございましたけれども、今年

度ぐらいからそれが徐々に、できる場所が増えてきておりますので、そう

いったことも含めて進んでくると、当然早目にできるような状況も生まれ

てくるかもしれないなと思っております。 

〇日本経済新聞  ありがとうございます。 

〇 読売新聞   幹事社質問の関連はよろしいでしょうか。 

         それでは、その他質問ある方。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         盆栽の件なんですけれども、世界大会決定おめでとうございます。 

〇 市  長   ありがとうございます。 

〇 ＮＨＫ    非常にですね、ツールドのクリテリウムと一緒で、海外で盆栽が、関心

が高くてですね、日本の盆栽ということで非常に手に入れたいというのが

多いそうなんですが、輸出の際にとても検疫が厳しいと、国内では１６都

その他：盆栽の輸出について
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県が輸出しているようなんですけれども、ほとんどが苗木というような形

で、やはり大宮ブランド、高級ブランドとして打ち立つには、もうでき上

がったすばらしい芸術品を送るんだけれども、その際には検疫がなかなか

厳しくなってくると。そのあたりなんですが、１１月からですかね、本格

的に輸出を再開するということで、この検疫に関して何か対策考えていら

っしゃることあるんでしょうか。 

〇 市  長   経済産業省と一緒に、ＪＡＰＡＮプランド化事業ということで、昨年度

だったですか。 

〇 事務局    ２３年度。 

〇 市  長   ２３年度から取り組んできまして、やはりその検疫の問題がやはり非常

に大きなハードルでありましたので、そういった、いわゆる消毒というん

でしょうか、燻蒸の仕方だとか、そういったことを十分に踏まえながら育

成をしてきた盆栽が幾つかできてきていますので、それを１０月１日から

輸出をしていこうということで、そういったことも今年度から本格的にや

っていこうと考えております。 

〇 ＮＨＫ    １０月、１１月１日。 

〇 市  長   １０月１日です。 

〇 ＮＨＫ    もうじゃ、しているということですかね。 

〇 市  長   １０月１日だよね。 

〇 事務局    はい、１０月から（可能となっています）。 

〇 ＮＨＫ    １０月から。ああ、そうでしたか。わかりました。 

         やっぱりそれに対して、市もすごく大宮ブランドというか、いろいろ川

口もあったりとか、高松、香川県があったりとかとあるんですけれども、

大宮ブランドとして売り込んで力を入れていくというのは、もう変わらな

い。 

〇 市  長   そうですね。今お話あったように、どちらかというと他の産地の場合は

比較的苗木であったり、まだ付加価値が余りついていない状況の盆栽が輸

出をされているという状況があります。大宮の盆栽の場合には、むしろ多

少付加価値がついた形で輸出をするという形になるかと思いますので、売

り方といいますか、営業の仕方、ターゲットというのがおのずと少し変わ

ってくるだろうと思っていまして、去年ぐらいからそういったマーケット
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についてのヒアリングなども海外の盆栽関係の関係者の方々にお話を伺っ

たり、あるいは幾つかの盆栽とか植物関係の国際博覧会などでも出品をさ

せていただいて、その中でいろいろ反応を見ながら、私たちとしてもマー

ケティング活動もやってきたところでございます。今後さらに伸ばしてい

きたいと思います。 

〇 毎日新聞   国のセーフティーネット補助金の３割削減のことでお伺いしたいんです

が、きょう発表になりました生活保護の自立支援などを初めとしてですね、

生活保護受給世帯への学習支援など、市はセーフティーネット補助金を活

用した事業を多くされていると思うんですが、こういった削減のお話が今

厚労省のほうで出ているということについての市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

〇 市  長   これについてどう考えるかということですが、セーフティーネット支援

対策補助金については、本市が今実施をしております生活保護受給者等の

自立支援施策のための大変重要な財源になっております。今回厚生労働省

から生活保護基準改定に伴う電算システムの改修経費、また生活困窮者自

立促進支援モデル事業に係る費用の想定外の増加によって予算不足が生じ、

また補助金３割削減の方針が通知をされたところでございまして、私たち

としては大変苦しいというところがございますけれども、今厚生労働省に

おいて補助金についても、補正予算の方向なども検討しておられるという

お話もございますので、そういった状況も注視をしていきたいと考えてい

ます。万一、所要の補助金が交付されない場合であっても、本市が実施し

ている自立支援対策はいずれも大変重要な施策であると考えておりますの

で、事業の縮小、あるいは中止ということは行わないで、しっかりと限ら

れた市の財源の中でやっていこうと考えております。 

〇 毎日新聞   それは、一般財源といいますか、ほかの市の独自財源の中から補填して

でも継続したい方針ということですか。 

〇 市  長   そうですね。 

〇 毎日新聞   わかりました。ありがとうございます。 

その他：セーフティネット支援対策等事務費補助金の

削減ついて
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〇 読売新聞   読売新聞といいます。 

         小林副市長が今月の任期をもって退任されるということをお伺いしまし

た。小林副市長のこれまでの功績をどう評価されているかという点、１点

伺いたいのと、あと後任の人事については、今定例会中に人事案等を出さ

れるのか、どのような方の登用を考えているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

〇 市  長   小林副市長についてですけれども、政策局長をはじめ現職時に数々の市

の重要な役職を歴任された実績から、私が市長に就任をした年から副市長

に就任をしていただいて、働いていただいております。小林副市長の任期

は今月の１６日までとなっておりますけれども、既に小林副市長ご本人か

ら現在の任期をもって副市長の職を辞したいという旨のお話をいただいて

いるところでございます。 

         小林副市長は、私が市長１期目に掲げました「子どもが輝く絆で結ばれ

たまち」の実現に向けて大変ご尽力をいただいて、現在２期目に掲げる「し

あわせ実感都市、選ばれる都市」を目指した「新しあわせ倍増計画」の策

定に向けても、副市長としての責務を務めていただき、ご活躍をいただい

ているところであります。小林副市長には私の補佐役として、また事務方

のトップとして、引き続き副市長の職を務めていただきたいという思いも

ございましたけれども、本人のご意思を尊重して、新たな方に副市長をお

願いしたいと考えているところであります。 

         いずれにしましても、今議会中に人事議案を提出したいと考えておりま

すが、現在熟慮中であるということであります。 

〇 読売新聞   ありがとうございます。 

〇 埼玉新聞   関連ですが、後任は１人ですか、それとも３人体制も含めて検討されて

いるんでしょうか。 

〇 市  長   現在熟慮中でございます。 

〇 時事通信   時事通信です。 

その他：副市長人事について

その他：北陸新幹線の行き先表示について
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         １点、北陸新幹線の行き先表示について伺います。今長野までが終点、

長野新幹線と言っていますけど、それが石川県の金沢まで延伸して、正式

に法律上の北陸新幹線という名称になるそうです。その際に、首都圏では

ですね、大宮含めてですね、長野新幹線という名称が定着していることか

ら、（長野経由）という表示をですね、大宮含めて首都圏ではＪＲ東はする

そうなんですけども、これは迷わないようにするための措置なんですが、

こういったＪＲの対応でですね、市民の紛らわしさの解消につながるかど

うかですね、大宮ターミナル駅を持つ市長としてどうお考えになっている

か、率直な意見をお聞かせください。 

〇 市  長   そうですね、来年開通ということで、やはり一番最もわかりやすい表示

という意味では、今ＪＲが検討いただいている方法が選択肢の一つかと思

います。今までは、どちらかというと北陸行くにはですね、私たちは名古

屋とか、中部のほうから入っていかなくてはいけないというルートが主流

でありましたけれども、今後は長野新幹線の延伸によって金沢まで２時間

ちょっとで行けるということになりましたので、そういう意味では私たち

からすると、一番わかりやすい表示ではあるのかなという感じはします。 

〇 時事通信   ありがとうございます。 

〇 読売新聞   ほかありますか。よろしいでしょうか。 

         どうもありがとうございました。 

〇 進  行   以上をもちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。

         なお、次回の開催につきましては１０月１７日木曜日、１３時３０分から

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。どうもお疲れさまでご

ざいました。

午後２時５７分閉会

※ この議事録は、明らかな言い直し、重複した言葉遣いなどを読み易く整理

したものを掲載しています。なお、会見後追加・訂正・補足等された文言等

については（  ）あるいは「会見後訂正」とし、下線を付しています。


